
総務課 
カジノ管理委員会人事評価実施規程（案）

について 
令和２年１月 23日 

 

１．趣旨 

人事評価の基準、方法等に関する政令（平成２１年政令第３１号）に基づ

き、カジノ管理委員会における人事評価の実施に関する手続について定める

もの（別添）。 

 

２．概要 

（１）評価者、調整者、実施権者等（第３条関係） 

   別表１により被評価者の区分に応じて評価者、調整者、実施権者を規

定。 

（２）定期評価（第５条関係） 

   定期評価は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までの期間で実施す

る。定期評価として、能力評価を１回（毎年１０月～翌年９月）、業績評価

を２回（毎年１０月～翌年３月及び４月～９月）行う。 

（３）期首面談及び期末面談（第９条関係） 

   評価者は、期首面談と期末面談を行う。期末面談では、被評価者に評価

結果の開示を行うとともに、評価結果の根拠となる事実に基づき指導及び

助言を行う。 

（４）特別評価（第１１条関係） 

   特別評価は、条件付採用期間及び条件付昇任期間の職員に対して能力

評価を実施する。 

 

３．その他 

  令和２年１月７日から施行する。 

 

 

説明資料２ 



カジノ管理委員会人事評価実施規程

令和２年●月●日

カジノ管理委員会訓令第●号

（総則） 

第１条 カジノ管理委員会事務局の職員（以下「職員」という。）の人事評価

は、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）、人事評価の基準、方法等

に関する政令（平成２１年政令第３１号。以下「政令」という。）及び人事

評価の基準、方法等に関する内閣官房令（平成２１年内閣府令第３号）に定

めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。 

（人事評価の実施の除外） 

第２条 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しない。 

一 非常勤職員（再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う任期付短

時間勤務職員を除く。） 

二 実施権者が給与等への反映の余地がないものとして指定する臨時的職員 

（評価者、調整者、実施権者等） 

第３条 人事評価の評価者、調整者及び実施権者は、別表１のとおりとする。 

２ 実施権者は、別表１により評価者及び調整者を指定することが困難な場合

には、総務企画部総務課長と協議の上、これと異なる者を指定することがで

きる。 

３ 実施権者は、評価者又は調整者の補助者をそれぞれ指定することができる

ほか、評価者又は調整者にそれぞれの補助者を指定させることができるもの

とし、補助者を置いた場合は、部内の職員に対して周知するものとする。 

（人事評価記録書及び評語の基準） 

第４条 人事評価は、別紙１「人事評価記録書」（以下「記録書」という。）を

用いて実施するものとする。 

一 事務局長、次長又は部長（以下「幹部職員」という。）に対する定期評

価における能力評価 別紙１－１ 

二 幹部職員に対する定期評価における業績評価 別紙１－２ 

三 幹部職員以外の職員に対する定期評価における能力評価 別紙１－３ 

四 幹部職員以外の職員に対する定期評価における業績評価 別紙１－４ 

五 特別評価 別紙１－５ 

２ 人事評価の評語は、別紙２「評語等の解説」に掲げる基準によるものとす

る。 

（別添） 
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（定期評価の実施） 

第５条 定期評価は、能力評価及び業績評価により、毎年１０月１日から翌年

９月３０日までの期間を単位として実施する。 

２ 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

期間によるものとする。 

一 能力評価 毎年１０月１日から翌年９月３０日まで 

二 業績評価 毎年１０月１日から翌年３月３１日まで及び４月１日から

９月３０日まで 

３ 定期評価は、次条から第１０条までの規定及び別紙３「実施要領」に従い実施

する。 

（自己申告） 

第６条 評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対

して、あらかじめ、当該評価期間中の発揮した能力及び挙げた業績に関する自ら

の認識その他評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。 

（評価、調整及び確認） 

第７条 評価者は、全体評語及び個別評語を付すことにより評価を行うものと

する。 

２ 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点

から審査を行い、全体評語を付すことにより調整を行うものとする。 

３ 実施権者は、調整者による調整（別表１において、調整者を指定していな

い場合には、評価者による評価）について審査を行い、適当と認める場合に

は、その旨の確認を行うものとする。 

４ 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての

情報提供や目標設定の補助等を行うことができる。ただし、次に掲げる行為

を行うことはできない。 

一 第１項に規定する評価及び第２項に規定する調整を行うこと。 

二 第９条に規定する面談を主催すること。 

三 第９条第１項に規定する面談において評価者が評価結果を開示する際

に同席すること。 

（評価結果の開示） 

第８条 評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結

果の開示を希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の全体評語を

開示するものとする。 

２ 前項の開示を行うに際して、評価者は、全体評語を付した理由その他参考

となる事項を開示することができる。 

３ 評価者は、必要と認める場合には第１項に規定する全体評語の開示に加
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え、個別評語を開示することができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者につい

て、当該被評価者に係る定期評価の全体評語が中位より下（全体評語が２段

階である場合には下位）のものである場合には、当該全体評語を開示しなけ

ればならない。 

（面談） 

第９条 評価者は、実施権者の確認が行われた後、期末面談において、被評価

者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠と

なる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。 

２ 評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他

被評価者が果たすべき役割を確定するために被評価者と期首面談を行うもの

とする。なお、期末面談と合わせ、次期の期首面談を行うことができる。 

（定期評価についての異なる取扱い） 

第１０条 次に掲げる職員についての定期評価の実施に際しては、第６条、第

７条第１項（個別評語に係る部分に限る。）、第８条第３項及び前条の規定を

適用しない。 

一 幹部職員 

二 政令第１９条第３号に規定する職員 

（特別評価の実施） 

第１１条 特別評価は、条件付任用期間（条件付採用期間及び条件付昇任期間

をいう。以下同じ。）中の職員に対して、能力評価により実施する。 

２ 特別評価は、条件付任用期間を評価期間として実施する。 

３ 特別評価は、次条及び別紙３「実施要領」に従い実施する。 

（特別評価の手続） 

第１２条 特別評価の手続は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に規定する手続を準用するものとする。 

一 条件付採用期間中の職員 第７条（個別評語に係る部分を除く。） 

二 条件付昇任期間中の職員 第７条（個別評語に係る部分を除く。）及び第

８条（第３項を除く。） 

（人事評価記録書の提出及び保管） 

第１３条 実施権者は、記録書を第７条第３項に規定する確認を行った日から

３０日以内に任命権者に提出するものとする。 

２ 記録書は、任命権者が、別途定めるところに従い、実施権者の確認の日か

ら５年間保管するものとする。 

（職員の異動又は併任への対応） 

第１４条 職員の異動又は併任については、別紙３「実施要領」に従い、対応
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するものとする。 

（苦情への対応） 

第１５条 職員の苦情への対応は、別表２のとおり「苦情相談員、苦情処理窓

口及び審理機関」を設け、別紙４「苦情対応要領」により行うものとする。 

２ 実施権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不

利益な取扱いをしてはならない。 

３ 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情申出のあった事実及び当該

内容について、その秘密の保持に留意しなければならない。 

（細則） 

第１６条 この規程の施行に際し必要な事項は、事務局長が定める。 

 

附 則 

この訓令は、令和２年１月７日から施行する。 
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（別表１） 

 

評価者等一覧 

 

被評価者 評価者 調整者 実施権者 

事務局長 

 

委員長 

 

－ 委員長 

 

 次長 

 

事務局長 

 

委員長 

 

部長 

 

次長 

 

事務局長 

 

監察官 次長 事務局長 事務局長 

 課長相当職及び室長

（監察官を除く。以

下同じ。） 

部長 

 

次長 

 

室長相当職（室長を

除く） 

課長 部長 

 

事務局長 

 

課長補佐相当職・係

長相当職・係員相当

職（監察官付職員に

限る。） 

監察官 次長 事務局長 

課長補佐相当職・係

長相当職・係員相当

職の職員（監察官付

職員を除く。） 

課長 

室長 

部長 

 

 

 

事務局長 

備考：課長相当職以下の各官職については、「カジノ管理委員会事務局に置かれる官職の属する

職制上の段階等に関する訓令」（令和２年カジノ管理委員会訓令第４号）別表に定められた職

制上の段階に相当するものとする。 
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（別表２） 

 

苦情相談員、苦情処理窓口及び審理機関一覧 

 

１．苦情相談員 

部局等 相談員 

事務局 総務企画部総務課長 

総務企画部総務課課長補佐（人事担当） 

総務企画部総務課人事係長 

 

２．苦情処理窓口 

部局等 窓口 

事務局 総務企画部総務課人事係 

 

３．審理機関 

部局等 審理機関（決裁権者） 

事務局 総務企画部総務課人事係 

（総務企画部総務課長） 
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所
属

･職
名

：
　

令
和

年
月

日

※
　

行
政

文
書

の
適

正
な

管
理

に
資

す
る

目
標

設
定

に
留

意
。

氏
名

：
確

　
認

　
日

：

評
価

記
入

日
：

氏
名

：

氏
名

：

人
事

評
価

記
録

書
（
業

績
評

価
：
一

般
職

員
）

氏
名

：

被
評

価
者

職
名

：
所

属
：

評
価

期
間

4

　

（
所

見
）

(評
語

)

　

（
任

意
）

評
価

者
調

整
者

　

5

（別
紙

１
－

３
に

お
い

て
特

記
事

項
と

し
て

①
・②

を
記

載
す

る
職

員
の

人
事

評
価

記
録

書
に

つ
い

て
の

み
以

下
の

注
書

き
を

記
載

）

※
　

行
政

の
ス

リ
ム

化
・
自

主
的

な
事

業
の

改
善

、
女

性
職

員
の

活
躍

及
び

仕
事

と
生

活
の

調
和

の
推

進
に

資
す

る
働

き
方

の
改

革
な

ど
、

時
代

に
即

し
た

合
理

的
か

つ
効

率
的

な
行

政
の

　
　

 実
現

に
資

す
る

目
標

設
定

に
留

意
。

3

　　

1

　

2

（
い

つ
ま

で
に

、
何

を
、

ど
の

水
準

ま
で

）
（
達

成
状

況
、

状
況

変
化

そ
の

他
の

特
筆

す
べ

き
事

情
）

自
己

申
告

【
１

　
目

標
】

困
難

重
要

番
号

業
務

内
容

目
標

期
首

面
談

調
整

者

評
価

者

実
施

権
者

期
末

面
談

調
整

記
入

日
：

（
別
紙
１
－
３
）

（
別
紙
１
－
４
）
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氏
名

：

【
２

　
目

標
以

外
の

業
務

へ
の

取
組

状
況

等
】

（
所

見
）

（
所
見
）

（
所

見
）

※
評

価
者

は
、

被
評

価
者

が
期

中
異

動
し

た
場

合
は

、
異

動
前

に
お

け
る

評
価

者
の

意
見

等
も

参
考

に
評

価
期

間
を

通
じ

た
評

価
を

行
う

こ
と

。

（
全
体
評

語
）

評
価

者

被
評

価
者

調
整

者

【
３

　
全

体
評

語
等

】

（
全

体
評

語
）

番
号

業
務

内
容

自
己

申
告

評
価

者

1

（
目

標
以

外
の

取
組

事
項

、
突

発
事

態
へ

の
対

応
等

）

職
名

：
所

属
：

11



令
和

年
月

日
～

令
和

年
月

日
職

名
：

所
属

職
名

：
　

令
和

年
月

日

所
属

職
名

：
　

令
和

年
月

日

所
属

職
名

：
　

令
和

年
月

日

【
全

体
評

語
等

】
（
能

力
評

価
：
○

○
級

条
件

付
任

用
期

間
中

職
員

）

6

＜
○

○
＞

評
価

項
目

及
び

行
動

＜
○

○
＞

＜
○

○
＞

5

＜
○

○
＞

1

（
所
見
）

人
事

評
価

記
録

書
（
特

別
評

価
）

職
員

　
所

属
：

評
価

期
間

　
　

　

評
価

記
入

日
：

　

氏
名

：
調

整
記

入
日

：

氏
名

：

氏
名

：
　

（
所
見
）

氏
名

：
確

　
認

　
日

：

2 3

（
全
体
評
語
）

「
可

」
　

　
・
　

　
「
不

可
」

（
全
体
評
語
）

「
可

」
　

　
・
　

　
「
不

可
」

＜
○

○
＞

＜
○

○
＞

4

※
評

価
者

は
、

被
評

価
者

が
期

中
異

動
し

た
場

合
は

、
異

動
前

に
お

け
る

評
価

者
の

意
見

等
も

参
考

に
評

価
期

間
を

通
じ

た
評

価
を

行
う

こ
と

。

実
施

権
者

調
整

者

評
価

者

調
整

者
評

価
者

（
別
紙
１
－
５
）
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付
属

　
評

価
項

目
及

び
行

動
一

覧
表

１
．

幹
部

職
員

倫
理

倫
理

倫
理

構
想

構
想

構
想

判
断

判
断

判
断

説
明

・
調

整
説

明
・
調

整
説

明
・
調

整

業
務

運
営

業
務

運
営

業
務

運
営

組
織

統
率

組
織

統
率

組
織

統
率

特
記

事
項

特
記

事
項

特
記

事
項

部
長

（
６

項
目

行
動

）

１
　

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

高
い

倫
理

感
を

有
し

、
担

当
分

野
の

重
要

課
題

に
責

任
を

持
っ

て
取

り
組

む
と

と
も

に
、

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

３
　

部
局

を
横

断
す

る
課

題
や

カ
ジ

ノ
管

理
委

員
会

の
重

要
課

題
に

つ
い

て
、

豊
富

な
知

識
・
経

験
及

び
情

報
に

基
づ

き
、

冷
静

か
つ

迅
速

な
判

断
を

行
う

。

４
　

所
管

行
政

に
つ

い
て

適
切

な
説

明
を

行
う

と
と

も
に

、
組

織
方

針
の

実
現

に
向

け
、

特
に

重
要

な
課

題
に

つ
い

て
、

高
次

元
の

調
整

を
行

い
、

合
意

を
形

成
す

る
。

５
　

国
民

の
視

点
に

立
ち

、
不

断
の

業
務

見
直

し
を

カ
ジ

ノ
管

理
委

員
会

事
務

局
内

に
徹

底
す

る
。

２
　

所
管

行
政

を
取

り
巻

く
状

況
を

的
確

に
把

握
し

、
先

々
を

見
通

し
つ

つ
、

国
民

の
視

点
に

立
っ

て
、

担
当

分
野

の
重

要
課

題
に

つ
い

て
基

本
的

な
方

針
を

示
す

。

３
　

担
当

分
野

の
責

任
者

と
し

て
、

そ
の

重
要

課
題

に
つ

い
て

、
豊

富
な

知
識

・
経

験
及

び
情

報
に

基
づ

き
、

冷
静

か
つ

迅
速

な
判

断
を

行
う

。

５
　

国
民

の
視

点
に

立
ち

、
不

断
の

業
務

見
直

し
に

率
先

し
て

取
り

組
む

。

２
　

大
局

的
な

視
野

と
将

来
的

な
展

望
に

立
っ

て
、

所
管

行
政

を
推

進
す

る
。

次
長

（
６

項
目

行
動

）

６
　

指
導

力
を

発
揮

し
、

部
下

の
志

気
を

高
め

、
組

織
を

牽
引

し
、

成
果

を
挙

げ
る

。

①
特

に
、

１
＜

倫
理

＞
、

６
＜

組
織

統
率

＞
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
求

め
ら

れ
る

行
動

に
、

法
令

等
の

遵
守

は
も

と
よ

り
、

行
政

文
書

の
適

正
な

管
理

及
び

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
が

含
ま

れ
る

こ
と

に
留

意
す

る
。

②
特

に
、

２
＜

構
想

＞
、

５
＜

業
務

運
営

＞
、

６
＜

組
織

統
率

＞
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
行

政
の

ス
リ

ム
化

・
自

主
的

な
事

業
の

改
善

、
女

性
職

員
の

活
躍

及
び

仕
事

と
生

活
の

調
和

の
推

進
に

資
す

る
働

き
方

の
改

革
な

ど
、

時
代

に
即

し
た

合
理

的
か

つ
効

率
的

な
行

政
を

実
現

す
る

と
の

観
点

に
留

意
す

る
。

①
特

に
、

１
＜

倫
理

＞
、

６
＜

組
織

統
率

＞
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
求

め
ら

れ
る

行
動

に
、

法
令

等
の

遵
守

は
も

と
よ

り
、

行
政

文
書

の
適

正
な

管
理

及
び

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
が

含
ま

れ
る

こ
と

に
留

意
す

る
。

②
特

に
、

２
＜

構
想

＞
、

５
＜

業
務

運
営

＞
、

６
＜

組
織

統
率

＞
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
行

政
の

ス
リ

ム
化

・
自

主
的

な
事

業
の

改
善

、
女

性
職

員
の

活
躍

及
び

仕
事

と
生

活
の

調
和

の
推

進
に

資
す

る
働

き
方

の
改

革
な

ど
、

時
代

に
即

し
た

合
理

的
か

つ
効

率
的

な
行

政
を

実
現

す
る

と
の

観
点

に
留

意
す

る
。

①
特

に
、

１
＜

倫
理

＞
、

６
＜

組
織

統
率

＞
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
求

め
ら

れ
る

行
動

に
、

法
令

等
の

遵
守

は
も

と
よ

り
、

行
政

文
書

の
適

正
な

管
理

及
び

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
が

含
ま

れ
る

こ
と

に
留

意
す

る
。

②
特

に
、

２
＜

構
想

＞
、

５
＜

業
務

運
営

＞
、

６
＜

組
織

統
率

＞
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
行

政
の

ス
リ

ム
化

・
自

主
的

な
事

業
の

改
善

、
女

性
職

員
の

活
躍

及
び

仕
事

と
生

活
の

調
和

の
推

進
に

資
す

る
働

き
方

の
改

革
な

ど
、

時
代

に
即

し
た

合
理

的
か

つ
効

率
的

な
行

政
を

実
現

す
る

と
の

観
点

に
留

意
す

る
。

４
　

所
管

行
政

に
つ

い
て

適
切

な
説

明
を

行
う

と
と

も
に

、
組

織
方

針
の

実
現

に
向

け
、

次
長

を
助

け
、

困
難

な
調

整
を

行
い

、
合

意
を

形
成

す
る

。

５
　

国
民

の
視

点
に

立
ち

、
不

断
の

業
務

見
直

し
に

率
先

し
て

取
り

組
む

。

６
　

指
導

力
を

発
揮

し
、

部
下

の
統

率
を

行
い

、
成

果
を

挙
げ

る
。

６
　

強
い

指
導

力
を

発
揮

し
、

部
局

及
び

機
関

の
統

率
を

行
い

、
成

果
を

挙
げ

る
。

１
　

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

高
い

倫
理

感
を

有
し

、
カ

ジ
ノ

管
理

委
員

会
事

務
局

の
重

要
課

題
に

責
任

を
持

っ
て

取
り

組
む

と
と

も
に

、
服

務
規

律
を

遵
守

し
、

公
正

に
職

務
を

遂
行

す
る

。

２
　

所
管

行
政

を
取

り
巻

く
状

況
を

的
確

に
把

握
し

、
先

々
を

見
通

し
つ

つ
、

国
民

の
視

点
に

立
っ

て
、

カ
ジ

ノ
管

理
委

員
会

事
務

局
の

重
要

課
題

に
つ

い
て

基
本

的
な

方
向

性
を

示
す

。

３
　

カ
ジ

ノ
管

理
委

員
会

事
務

局
の

責
任

者
と

し
て

、
そ

の
重

要
課

題
に

つ
い

て
、

豊
富

な
知

識
・
経

験
及

び
情

報
に

基
づ

き
、

冷
静

か
つ

迅
速

な
判

断
を

行
う

。

４
　

所
管

行
政

に
つ

い
て

適
切

な
説

明
を

行
う

と
と

も
に

、
組

織
方

針
の

実
現

に
向

け
、

困
難

な
調

整
を

行
い

、
合

意
を

形
成

す
る

。

事
務

局
長

（
６

項
目

行
動

）

１
　

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

高
い

倫
理

感
を

有
し

、
部

局
を

横
断

す
る

課
題

や
カ

ジ
ノ

管
理

委
員

会
の

重
要

課
題

に
責

任
を

持
っ

て
取

り
組

む
と

と
も

に
、

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。
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付
属

　
評

価
項

目
及

び
行

動
・
着

眼
点

一
覧

表

２
．

一
般

行
政

 ：
 内

部
部

局
等

①
責

任
感

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

高
い

倫
理

感
を

有
し

、
課

の
課

題
に

責
任

を
持

っ
て

取
り

組
む

。
①

責
任

感
国

民
全

体
の

奉
仕

者
と

し
て

、
担

当
業

務
の

課
題

に
責

任
を

持
っ

て
取

り
組

む
。

①
責

任
感

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

担
当

業
務

の
第

一
線

に
お

い
て

責
任

を
持

っ
て

課
題

に
取

り
組

む
。

①
責

任
感

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

責
任

を
持

っ
て

業
務

に
取

り
組

む
。

①
責

任
感

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

責
任

を
持

っ
て

業
務

に
取

り
組

む
。

②
公

正
性

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

②
公

正
性

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

②
公

正
性

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

②
公

正
性

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

②
公

正
性

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

①
状

況
の

構
造

的
把

握

課
内

の
情

報
の

中
枢

と
し

て
複

雑
な

因
果

関
係

、
錯

綜
し

た
利

害
関

係
な

ど
業

務
と

そ
れ

を
取

り
巻

く
状

況
の

全
体

像
を

的
確

に
把

握
す

る
。

①
知

識
・
情

報
収

集
業

務
に

関
連

す
る

知
識

の
習

得
・
情

報
収

集
を

幅
広

く
行

う
。

①
知

識
・
情

報
収

集
業

務
に

関
連

す
る

知
識

の
習

得
・
情

報
収

集
を

幅
広

く
行

う
。

①
知

識
・
情

報
収

集
担

当
業

務
に

お
け

る
専

門
的

知
識

・
技

術
の

習
得

・
情

報
収

集
を

行
う

。
①

情
報

の
整

理
情

報
や

資
料

を
分

か
り

や
す

く
分

類
・
整

理
す

る
。

②
基

本
方

針
・
成

果
の

明
示

国
家

や
国

民
の

利
益

を
第

一
に

、
国

内
外

の
変

化
を

読
み

取
り

、
新

た
な

取
組

へ
の

挑
戦

も
含

め
、

課
と

し
て

の
基

本
的

な
方

針
や

達
成

す
べ

き
成

果
を

具
体

的
に

示
し

、
部

下
に

理
解

さ
せ

る
。

②
行

政
ニ

ー
ズ

の
反

映

行
政

ニ
ー

ズ
や

事
案

に
お

け
る

課
題

を
的

確
に

把
握

し
、

施
策

の
企

画
立

案
や

業
務

上
の

判
断

に
反

映
す

る
。

②
事

務
事

業
の

実
施

事
案

に
お

け
る

課
題

を
的

確
に

把
握

し
、

実
務

担
当

者
の

中
核

と
な

っ
て

、
施

策
の

企
画

・
立

案
や

事
務

事
業

の
実

施
を

行
う

。

②
問

題
点

の
把

握
新

し
い

課
題

に
対

し
て

問
題

点
を

的
確

に
把

握
す

る
。

②
知

識
習

得
業

務
に

必
要

な
知

識
を

身
に

付
け

る
。

③
成

果
認

識
成

果
の

イ
メ

ー
ジ

を
明

確
に

持
ち

、
新

た
な

取
組

へ
の

挑
戦

も
含

め
、

複
数

の
選

択
肢

を
吟

味
し

て
最

適
な

企
画

や
方

策
を

立
案

す
る

。
③

成
果

認
識

成
果

の
イ

メ
ー

ジ
を

明
確

に
持

ち
、

複
数

の
選

択
肢

を
吟

味
し

て
最

適
な

企
画

や
方

策
を

立
案

す
る

。

③
対

応
策

の
検

討
問

題
の

原
因

を
探

求
し

て
、

対
応

策
を

考
え

る
。

①
最

適
な

選
択

採
り

得
る

戦
略

・
選

択
肢

の
中

か
ら

、
進

む
べ

き
方

向
性

や
現

在
の

状
況

を
踏

ま
え

最
適

な
選

択
を

行
う

。
①

最
適

な
選

択
採

り
得

る
戦

略
・
選

択
肢

の
中

か
ら

、
進

む
べ

き
方

向
性

や
現

在
の

状
況

を
踏

ま
え

最
適

な
選

択
を

行
う

。
①

役
割

認
識

自
ら

処
理

す
べ

き
こ

と
、

上
司

の
判

断
に

ゆ
だ

ね
る

こ
と

の
仕

分
け

な
ど

、
自

分
の

果
た

す
べ

き
役

割
を

的
確

に
押

さ
え

な
が

ら
業

務
に

取
り

組
む

。
①

協
調

性
上

司
・
部

下
や

他
部

局
等

の
担

当
者

と
協

力
的

な
関

係
を

構
築

す
る

。
①

指
示

・
指

導
の

理
解

上
司

や
周

囲
の

指
示

・
指

導
を

正
し

く
理

解
す

る
。

②
適

時
の

判
断

事
案

の
優

先
順

位
や

全
体

に
与

え
る

影
響

を
考

慮
し

、
適

切
な

タ
イ

ミ
ン

グ
で

判
断

を
行

う
。

②
適

時
の

判
断

事
案

の
優

先
順

位
や

全
体

に
与

え
る

影
響

を
考

慮
し

、
適

切
な

タ
イ

ミ
ン

グ
で

判
断

を
行

う
。

②
適

切
な

判
断

担
当

す
る

事
案

に
つ

い
て

適
切

な
判

断
を

行
う

。
②

指
示

・
指

導
の

理
解

上
司

や
周

囲
の

指
示

・
指

導
を

正
し

く
理

解
す

る
。

②
情

報
の

伝
達

情
報

を
正

確
に

伝
達

す
る

。

③
リ

ス
ク

対
応

状
況

の
変

化
や

問
題

が
生

じ
た

場
合

の
早

期
対

応
を

適
切

に
行

う
。

③
リ

ス
ク

対
応

状
況

の
変

化
や

問
題

が
生

じ
た

場
合

の
早

期
対

応
を

適
切

に
行

う
。

③
誠

実
な

対
応

相
手

に
対

し
誠

実
な

対
応

を
す

る
。

④
上

司
へ

の
報

告
問

題
が

生
じ

た
と

き
に

は
速

や
か

に
上

司
に

報
告

を
す

る
。

①
信

頼
関

係
の

構
築

円
滑

な
合

意
形

成
に

資
す

る
よ

う
、

日
頃

か
ら

対
外

的
な

信
頼

関
係

を
構

築
す

る
。

①
信

頼
関

係
の

構
築

他
部

局
や

他
省

庁
の

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

と
信

頼
関

係
を

構
築

す
る

。
①

信
頼

関
係

の
構

築
他

部
局

や
他

省
庁

の
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
と

信
頼

関
係

を
構

築
す

る
。

①
説

明
ポ

イ
ン

ト
を

整
理

し
、

筋
道

を
立

て
て

分
か

り
や

す
く

説
明

す
る

。

②
折

衝
・
調

整
組

織
方

針
を

実
現

で
き

る
よ

う
関

係
者

と
折

衝
・
調

整
を

行
う

。
②

折
衝

・
調

整
組

織
方

針
を

実
現

で
き

る
よ

う
関

係
者

と
折

衝
・
調

整
を

行
う

。
②

説
明

論
点

や
ポ

イ
ン

ト
を

明
確

に
す

る
こ

と
に

よ
り

、
論

理
的

で
簡

潔
な

説
明

を
す

る
。

②
相

手
の

話
の

理
解

相
手

の
意

見
・
要

望
等

を
正

し
く
理

解
し

て
説

明
を

行
う

。

③
適

切
な

説
明

所
管

行
政

に
つ

い
て

適
切

な
説

明
を

行
う

。
③

適
切

な
説

明
担

当
す

る
事

案
に

つ
い

て
適

切
な

説
明

を
行

う
。

③
交

渉
相

手
の

意
見

を
理

解
・
尊

重
す

る
一

方
、

主
張

す
べ

き
点

は
ぶ

れ
ず

に
主

張
し

、
粘

り
強

く
対

応
す

る
。

①
先

見
性

先
々

で
起

こ
り

得
る

事
態

や
自

分
が

打
つ

手
の

及
ぼ

す
影

響
を

予
測

し
て

対
策

を
想

定
す

る
な

ど
、

先
を

読
み

な
が

ら
も

の
ご

と
を

進
め

る
。

①
先

見
性

先
々

で
起

こ
り

得
る

事
態

や
自

分
が

打
つ

手
の

及
ぼ

す
影

響
を

予
測

し
て

対
策

を
想

定
す

る
な

ど
、

先
を

読
み

な
が

ら
も

の
ご

と
を

進
め

る
。

①
段

取
り

業
務

の
展

開
を

見
通

し
、

前
も

っ
て

段
取

り
や

手
順

を
整

え
て

仕
事

を
進

め
る

。
①

計
画

性
業

務
の

必
要

性
と

最
終

期
限

を
意

識
し

、
進

捗
状

況
を

部
下

や
同

僚
と

共
有

し
な

が
ら

計
画

的
に

業
務

を
進

め
る

。
①

積
極

性
自

分
の

仕
事

の
範

囲
を

限
定

す
る

こ
と

な
く
、

未
経

験
の

業
務

に
積

極
的

に
取

り
組

む
。

②
効

率
的

な
業

務
運

営

限
ら

れ
た

業
務

時
間

と
人

員
を

前
提

に
、

業
務

の
目

的
と

求
め

ら
れ

る
成

果
水

準
を

部
下

と
共

有
し

つ
つ

、
効

率
的

に
業

務
を

進
め

る
。

②
効

率
的

な
業

務
運

営

限
ら

れ
た

業
務

時
間

と
人

員
を

前
提

に
、

業
務

の
目

的
と

求
め

ら
れ

る
成

果
水

準
を

部
下

と
共

有
し

つ
つ

、
効

率
的

に
業

務
を

進
め

る
。

②
柔

軟
性

緊
急

時
、

見
通

し
が

変
化

し
た

時
な

ど
の

状
況

に
応

じ
て

、
打

つ
手

を
柔

軟
に

変
え

る
。

②
正

確
性

ミ
ス

や
抜

け
落

ち
を

生
じ

さ
せ

な
い

よ
う

担
当

業
務

全
体

の
チ

ェ
ッ

ク
を

行
う

。
②

正
確

性
ミ

ス
や

抜
け

落
ち

が
生

じ
な

い
よ

う
作

業
の

チ
ェ

ッ
ク

を
行

う
。

③
業

務
の

見
直

し
業

務
の

優
先

順
位

を
意

識
し

、
廃

止
も

含
め

た
業

務
の

見
直

し
や

、
業

務
の

改
善

を
進

め
る

。
③

業
務

の
見

直
し

業
務

の
優

先
順

位
を

意
識

し
、

廃
止

も
含

め
た

業
務

の
見

直
し

や
、

業
務

の
改

善
を

進
め

る
。

③
業

務
改

善
作

業
の

取
捨

選
択

や
担

当
業

務
の

や
り

方
の

見
直

し
な

ど
日

々
の

業
務

の
改

善
に

積
極

的
に

取
り

組
む

。
③

粘
り

強
さ

困
難

な
状

況
に

お
い

て
も

粘
り

強
く
仕

事
を

進
め

る
。

③
迅

速
な

作
業

効
率

性
を

意
識

し
つ

つ
迅

速
な

作
業

を
行

う
。

④
部

下
の

育
成

部
下

の
育

成
の

た
め

、
的

確
な

指
示

や
ア

ド
バ

イ
ス

を
与

え
、

問
題

が
あ

る
と

き
は

適
切

に
指

導
す

る
。

④
粘

り
強

さ
失

敗
や

困
難

に
め

げ
ず

に
仕

事
を

進
め

る
。

①
業

務
の

割
当

て

課
題

の
重

要
性

や
部

下
の

役
割

・
能

力
・
状

況
を

踏
ま

え
て

、
柔

軟
な

働
き

方
を

推
奨

し
な

が
ら

、
組

織
の

中
で

適
切

に
業

務
を

割
り

当
て

る
。

①
業

務
の

割
当

て

課
題

の
重

要
性

や
部

下
の

役
割

・
能

力
・
状

況
を

踏
ま

え
て

、
柔

軟
な

働
き

方
を

推
奨

し
な

が
ら

、
組

織
の

中
で

適
切

に
業

務
を

割
り

当
て

る
。

①
作

業
の

割
り

振
り

部
下

の
一

人
ず

つ
の

仕
事

の
状

況
や

負
荷

を
的

確
に

把
握

し
、

適
切

に
作

業
を

割
り

振
る

。
⑤

業
務

改
善

上
司

へ
の

提
言

、
相

談
等

に
よ

り
係

の
業

務
の

や
り

方
を

工
夫

す
る

な
ど

、
日

々
の

業
務

の
改

善
に

積
極

的
に

取
り

組
む

。
⑤

業
務

改
善

上
司

へ
の

提
言

、
相

談
等

に
よ

り
自

ら
の

担
当

業
務

の
や

り
方

を
工

夫
す

る
な

ど
、

日
々

の
業

務
の

改
善

に
積

極
的

に
取

り
組

む
。

②
意

思
疎

通
と

進
捗

管
理

部
下

と
の

双
方

向
の

適
切

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

に
よ

り
情

報
の

共
有

や
部

下
の

仕
事

の
進

捗
状

況
の

把
握

を
行

い
、

的
確

な
指

示
を

行
う

こ
と

に
よ

り
業

務
を

完
遂

に
導

き
、

成
果

を
挙

げ
る

。

②
意

思
疎

通
と

進
捗

管
理

部
下

と
の

双
方

向
の

適
切

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

に
よ

り
情

報
の

共
有

や
部

下
の

仕
事

の
進

捗
状

況
の

把
握

を
行

い
、

的
確

な
指

示
を

行
う

こ
と

に
よ

り
業

務
を

完
遂

に
導

き
、

成
果

を
挙

げ
る

。

②
部

下
の

育
成

部
下

の
育

成
の

た
め

、
的

確
な

指
示

や
ア

ド
バ

イ
ス

を
与

え
、

問
題

が
あ

る
と

き
は

適
切

に
指

導
す

る
。

③
部

下
の

成
長

支
援

適
切

な
指

導
を

行
い

、
多

様
な

経
験

の
機

会
を

提
供

し
て

能
力

開
発

を
促

す
な

ど
、

部
下

の
成

長
を

支
援

し
、

そ
の

力
を

引
き

出
す

。

③
部

下
の

成
長

支
援

適
切

な
指

導
を

行
い

、
多

様
な

経
験

の
機

会
を

提
供

し
て

能
力

開
発

を
促

す
な

ど
、

部
下

の
成

長
を

支
援

し
、

そ
の

力
を

引
き

出
す

。

特
記

事
項

特
記

事
項

特
記

事
項

特
記

事
項

特
記

事
項

６
　

適
切

に
業

務
を

配
分

し
た

上
、

進
捗

管
理

及
び

的
確

な
指

示
を

行
い

、
成

果
を

挙
げ

る
と

と
も

に
、

部
下

の
指

導
・
育

成
を

行
う

。

①
特

に
、

１
＜

倫
理

＞
、

６
＜

組
織

統
率

・
人

材
育

成
＞

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

求
め

ら
れ

る
行

動
に

、
法

令
等

の
遵

守
は

も
と

よ
り

、
行

政
文

書
の

適
正

な
管

理
及

び
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

が
含

ま
れ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。
②

特
に

、
２

＜
構

想
＞

、
５

＜
業

務
運

営
＞

、
６

＜
組

織
統

率
・
人

材
育

成
＞

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

行
政

の
ス

リ
ム

化
・
自

主
的

な
事

業
の

改
善

、
女

性
職

員
の

活
躍

及
び

仕
事

と
生

活
の

調
和

の
推

進
に

資
す

る
働

き
方

の
改

革
な

ど
、

時
代

に
即

し
た

合
理

的
か

つ
効

率
的

な
行

政
を

実
現

す
る

と
の

観
点

に
留

意
す

る
。

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

係
長

（
５

項
目

行
動

１
４

着
眼

点
）

４
　

意
欲

的
に

業
務

に
取

り
組

む
。

係
員

（
４

項
目

行
動

１
３

着
眼

点
）

倫
理

１
　

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

責
任

を
持

っ
て

業
務

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

知
識

・
技

術

２
　

業
務

に
必

要
な

知
識

・
技

術
を

習
得

す
る

。

３
　

上
司

・
同

僚
等

と
円

滑
か

つ
適

切
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

と
る

。

協
調

性

説
明

４
　

担
当

す
る

事
案

に
つ

い
て

分
か

り
や

す
い

説
明

を
行

う
。

５
　

計
画

的
に

業
務

を
進

め
、

担
当

業
務

全
体

の
チ

ェ
ッ

ク
を

行
い

、
確

実
に

業
務

を
遂

行
す

る
。

４
　

担
当

す
る

事
案

に
つ

い
て

論
理

的
な

説
明

を
行

う
と

と
も

に
、

関
係

者
と

粘
り

強
く
調

整
を

行
う

。

５
　

段
取

り
や

手
順

を
整

え
、

効
率

的
に

業
務

を
進

め
る

。

業
務

遂
行

６
　

部
下

の
指

導
、

育
成

及
び

活
用

を
行

う
。

２
　

所
管

行
政

を
取

り
巻

く
状

況
を

的
確

に
把

握
し

、
国

民
の

視
点

に
立

っ
て

、
行

政
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
方

針
を

示
す

。

説
明

・
調

整

判
断

３
　

担
当

業
務

の
責

任
者

と
し

て
、

適
切

な
判

断
を

行
う

。

４
　

担
当

す
る

事
案

に
つ

い
て

適
切

な
説

明
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係
者

と
調

整
を

行
い

、
合

意
を

形
成

す
る

。

部
下

の
育

成
・
活

用

説
明

・
調

整

業
務

運
営

５
　

コ
ス

ト
意

識
を

持
っ

て
効

率
的

に
業

務
を

進
め

る
。

組
織

統
率

・
人

材
育

成

判
断

３
　

自
ら

処
理

す
べ

き
事

案
に

つ
い

て
、

適
切

な
判

断
を

行
う

。

倫
理

１
　

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

責
任

を
持

っ
て

業
務

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

課
題

対
応

２
　

担
当

業
務

に
必

要
な

専
門

的
知

識
・
技

術
を

習
得

し
、

問
題

点
を

的
確

に
把

握
し

、
課

題
に

対
応

す
る

。

３
　

上
司

・
部

下
等

と
協

力
的

な
関

係
を

構
築

す
る

。

室
長

（
６

項
目

行
動

１
７

着
眼

点
）

倫
理

１
　

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

担
当

業
務

の
課

題
に

責
任

を
持

っ
て

取
り

組
む

と
と

も
に

、
服

務
規

律
を

遵
守

し
、

公
正

に
職

務
を

遂
行

す
る

。

企
画

・
立

案

２
　

組
織

方
針

に
基

づ
き

、
行

政
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

、
課

題
を

的
確

に
把

握
し

、
施

策
の

企
画

・
立

案
を

行
う

。

課
長

補
佐

（
６

項
目

行
動

１
５

着
眼

点
）

倫
理

１
　

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

担
当

業
務

の
第

一
線

に
お

い
て

責
任

を
持

っ
て

課
題

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
す

る
。

企
画

・
立

案
、

事
務

事
業

の
実

施

２
　

組
織

や
上

司
の

方
針

に
基

づ
い

て
、

施
策

の
企

画
・
立

案
や

事
務

事
業

の
実

施
の

実
務

の
中

核
を

担
う

。

説
明

・
調

整

判
断

３
　

課
の

責
任

者
と

し
て

、
適

切
な

判
断

を
行

う
。

組
織

統
率

・
人

材
育

成

６
　

適
切

に
業

務
を

配
分

し
た

上
、

進
捗

管
理

及
び

的
確

な
指

示
を

行
い

、
成

果
を

挙
げ

る
と

と
も

に
、

部
下

の
指

導
・
育

成
を

行
う

。

業
務

運
営

５
　

コ
ス

ト
意

識
を

持
っ

て
効

率
的

に
業

務
を

進
め

る
。

４
　

所
管

行
政

に
つ

い
て

適
切

な
説

明
を

行
う

と
と

も
に

、
組

織
方

針
の

実
現

に
向

け
、

関
係

者
と

調
整

を
行

い
、

合
意

を
形

成
す

る
。

構
想

課
長

（
６

項
目

行
動

１
６

着
眼

点
）

倫
理

１
　

国
民

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
、

高
い

倫
理

感
を

有
し

、
課

の
課

題
に

責
任

を
持

っ
て

取
り

組
む

と
と

も
に

、
服

務
規

律
を

遵
守

し
、

公
正

に
職

務
を

遂
行

す
る

。

①
特

に
、

１
＜

倫
理

＞
、

６
＜

組
織

統
率

・
人

材
育

成
＞

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

求
め

ら
れ

る
行

動
に

、
法

令
等

の
遵

守
は

も
と

よ
り

、
行

政
文

書
の

適
正

な
管

理
及

び
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

が
含

ま
れ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。
②

特
に

、
２

＜
企

画
・
立

案
＞

、
５

＜
業

務
運

営
＞

、
６

＜
組

織
統

率
・

人
材

育
成

＞
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
行

政
の

ス
リ

ム
化

・
自

主
的

な
事

業
の

改
善

、
女

性
職

員
の

活
躍

及
び

仕
事

と
生

活
の

調
和

の
推

進
に

資
す

る
働

き
方

の
改

革
な

ど
、

時
代

に
即

し
た

合
理

的
か

つ
効

率
的

な
行

政
を

実
現

す
る

と
の

観
点

に
留

意
す

る
。

特
に

、
１

＜
倫

理
＞

、
６

＜
部

下
の

育
成

・
活

用
＞

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

求
め

ら
れ

る
行

動
に

、
法

令
等

の
遵

守
は

も
と

よ
り

、
行

政
文

書
の

適
正

な
管

理
及

び
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

が
含

ま
れ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。

特
に

、
１

＜
倫

理
＞

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

求
め

ら
れ

る
行

動
に

、
法

令
等

の
遵

守
は

も
と

よ
り

、
行

政
文

書
の

適
正

な
管

理
及

び
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

が
含

ま
れ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。

特
に

、
１

＜
倫

理
＞

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

求
め

ら
れ

る
行

動
に

、
法

令
等

の
遵

守
は

も
と

よ
り

、
行

政
文

書
の

適
正

な
管

理
及

び
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

が
含

ま
れ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。

業
務

遂
行

業
務

遂
行
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評語等の解説

【能力評価】

◇　全体評語（幹部職員）

（事務局長）

上位 甲 通常以上 ： 当該職位として求められる能力が発揮されている状況である。（通常以上）

下位
(第8条4項) 乙

通常より
物足りない

： 当該職位の求められる能力が一部しか、又は、ほとんど発揮されていない状況である。

（事務局長を除く）

中位より上 Ａ
通常より
優秀

： 当該職位として優秀な能力発揮状況である。

中位 Ｂ 通常 ： 当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である。（通常）

中位より下
(第8条4項) Ｃ

通常より
物足りない

： 当該職位の求められる能力が一部しか、又は、ほとんど発揮されていない状況である。

◇　全体評語（課長級以下）

Ｓ 特に優秀 ：
求められる行動が全て確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況であ
る。

Ａ
通常より
優秀

： 求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。

中位 Ｂ 通常 ：
求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮
されている状況である。（通常）

Ｃ
通常より
物足りない

：
求められる行動がとられないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえ
ない。（当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえな
い。）

Ｄ
はるかに
及ばない

：
求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。（当該
職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。）

◇　個別評語（評価項目及び行動ごとの評語）（課長級以下）

　　s ：

　　a ：

　　b ：

　　c ：

　　d ：

【特別評価】

◇　全体評語

上位 可 ：

下位
(第12条2号・
第8条4項)

不可 ：

求められる行動が最低限はとられていた。（できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じ
て判断すれば、とられていた行動が物足りなかった。）

求められる行動が全くとられていなかった。

「不可」には該当しない状態である。

求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。（当該職位の職務を
遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。）

中位より上

中位より下
(第8条4項)

求められる行動が確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況であ
る。

求められる行動が確実にとられていた。

求められる行動がおおむねとられていた。（通常）

（別紙２）
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評語等の解説

【業績評価】

◇　全体評語（幹部職員）

（事務局長）

上位 甲 通常以上 ： 今期当該ポストに求められた役割を果たした。（通常以上）

下位
(第8条4項) 乙

通常より
物足りない

： 今期当該ポストに求められた役割を一部しか、又は、ほとんど果たしていなかった。

（事務局長を除く）

中位より上 Ａ
通常より
優秀

： 今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。

中位 Ｂ 通常 ： 今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした。（通常）

中位より下
(第8条4項) Ｃ

通常より
物足りない

： 今期当該ポストに求められた役割を一部しか、又は、ほとんど果たしていなかった。

◇　全体評語（課長級以下）

Ｓ 特に優秀 ： 今期当該ポストに求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。

Ａ
通常より
優秀

： 今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。

中位 Ｂ 通常 ： 今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした。（通常）

Ｃ
通常より
物足りない

： 今期当該ポストに求められた水準を下回る役割しか果たしていなかった。

Ｄ
はるかに
及ばない

： 今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった。

◇　困難度・重要度（課長級以下）

　◎ ：

　△ ：

　無印 ：

注）

◇　個別評語（業務目標ごとの評語）（課長級以下）

　　ｓ ：

　　ａ ：

　　ｂ ：

　　ｃ ：

　　ｄ ：

（※） ・上司又は同僚によるカバーを要したため他の業務に影響が及んだ。
・必要な手順を踏まず又は誠実な対応を欠いたため、関係者との間でしこりを残した。

当該職位にある者全てには期待することが困難と思われる目標、又は重要度が特に高いと思われる目
標。

当該職位にある者であれば、達成することが容易と思われる目標、又は重要度が低いと思われる目標。

上記のいずれにも該当しないもの。

「困難度」は主として目標ごとの評価において、「重要度」は主として全体評価において考慮するものとす
る。

問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた。

中位より上

中位より下
(第8条4項)

問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。

以下（※）に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果をあげた。（通常）

以下（※）に掲げるようなマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果水
準に及ばなかった。

本人の責任により、期限・水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準には
るかに及ばなかった。
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（別紙３） 

実施要領 

 

Ⅰ  定期評価 

１ 期首における手続 

(1) 記録書の配布 

実施権者は、評価期間の開始に際し、記録書に付属「評価項目及び行動・着

眼点一覧表」から職員の職位に対応した評価項目及び行動、着眼点を記載した

上で、当該職員に配布するものとする。 

(2) 記録書への記載等 

① 能力評価 

被評価者は、記録書へ評価期間並びに所属、職名及び氏名を記載し、評価

者へ提出するものとする。 

② 業績評価 

被評価者は、記録書に評価期間、所属、職名及び氏名並びに目標案を記載

し、評価者へ提出するものとする。 

(3) 業績評価に係る目標設定等の留意事項 

別添を参照し、業績評価に係る期首面談を行うものとする。 

２ 期末における手続 

(1) 被評価者による自己申告 

被評価者は、評価者から自己申告の指示を受けた後、速やかに記録書の自己

申告欄に以下の事項について記載し、当該記録書を評価者に提出するものとす

る。 

なお、評価者は評価を行う前に、記録書の自己申告欄に記載された事項につ

いて、必要に応じ、被評価者に確認することができる。 

① 能力評価 

評価項目及び行動ごとに自らが該当すると思料する評語及び期中にとった

行動事実等 

② 業績評価 

設定した目標ごとの達成状況、重点事項や特に留意すべき事項等を踏まえ

どのような役割を果たしたか、又は目標として設定していない事項であって

も自らが果たした役割として特記すべき事項（突発事態への対応や研修への

取組状況）等 

 (2) 評価 

評価者は、評価者自身が当該評価期間において把握した被評価者の職務遂行状

況等を踏まえ、記録書の評価者欄に個別評語及び全体評語並びにそれぞれの評語

を付した理由その他参考となる事項（以下「所見」という。）等について記載し、

調整者に送付する。なお、評価に当たっては、以下の事項に留意する。 

① 能力評価 
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ア 個別評語：着眼点として示した事項を参考に、評価項目及び行動に示さ

れた職務行動を安定してとることができたかについて、評語等の解説に従

って評語を付す。 

イ 全体評語：評価項目及び行動ごとの評価を踏まえ、評語等の解説に従っ

て全体評語を付す。 

ウ 所見：以下の点を参考として記載する。 

付した評語を選択した根拠となる、当該評価期間において職員がその職

務遂行で実際にとった具体的な行動並びにそれに基づく評価及び見解や、

今後、被評価者が開発すべき能力等や改善を期待する点といったいわば指

導及び助言の材料となる事項等について記載する。 

② 業績評価 

ア 個別評語：評価者と被評価者の間で設定した目標等がどの程度達成又は

貢献できたかを判断し、評語等の解説に従って評語を付す。なお、評語を

付すに当たっては、必要に応じて「困難度・重要度」を考慮する。 

イ 全体評語：目標ごとの評価及び目標等以外の業務の達成状況も加味し、

総合的に当該評価期間に求められた役割を果たしたかどうかの観点から、

評語等の解説に従って全体評語を付す。 

ウ 所見：以下の点を参考として記載する。 

期首に設定した目標を達成するためのプロセスや質的な到達水準に至る

までの対応及び目標に掲げたもの以外の業務への顕著な取組、期中に突発

した事案への対応状況や研修等の達成状況及び取組状況等、評価を行うに

当たり特記すべき事項や期首に目標設定が困難であることから当該期の業

務遂行に当たっての重点事項や留意事項を明らかにしていた場合には、そ

れらを踏まえて業務遂行したか等について、被評価者の自己申告の内容も

参考にして、所見欄に記載する。なお、当該所見は、被評価者からの申告

の有無にかかわらず、評価者において全体評語に反映すべきと考えられる

事項について記載する。 

(3) 調整 

① 調整者は、評価者による各被評価者の評価（Ⅰ２(3)②イ(ｲ)及びⅠ２(4)③

の再評価・評価を含む。）について、以下の観点から審査を行う。 

ア 自己の把握する事実と評価者の評価とが大きく食い違っていないか。 

イ 特定の部分に重きを置きすぎ、バランスを欠く評価になっていないか。 

ウ 全体的な水準から見て、評価に偏りがないか。 

② 審査の結果、能力評価及び業績評価それぞれの全体評語について、以下の

いずれかにより調整を行う。 

ア 不均衡等が見られない場合 

評価者と同じ全体評語を調整者欄に記載するとともに、氏名及び調整を

行った日付を記載する。 

イ 不均衡がある場合 
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(ｱ) 自ら事実等を把握している場合には、調整者欄に自ら全体評語を付す

とともに、氏名及び調整を行った日付を記載する。 

(ｲ) 評価結果に偏りがある場合など、評価者による評価が適当でないと調

整者が認める場合には、評価者に再評価を行わせる。 

③ 調整者は、調整を行うとともに、必要に応じて所見を記載し、記録書を実

施権者に送付する。 

(4) 確認 

① 実施権者は、調整者による調整（Ⅰ２(4)②及び③の再調整・調整を含む。

調整者を指定していない場合は、評価者による評価）を審査し、適当と認め

る場合は、実施権者欄に氏名及び確認を行った日付を記載し、評価者に送付

する。 

② 調整者による調整が適当でないと実施権者が認める場合には、調整者に再

調整（調整者を指定していない職員については、評価者に再評価）を行わせ

る。 

③ 苦情処理の結果、評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者

は、再度評価者に評価又は調整者に調整を行わせた後に、①の手続を行う。 

(5) 開示 

確認終了後、評価者は、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、実施

権者から送付を受けた記録書により被評価者に対し開示を行ったうえで、記録

書を実施権者に送付する。 

  (6) 提出・保管 

実施権者は、評価者から送付を受けた記録書を任命権者あて提出し、任命権者

は、別途定めるところにより、実施権者が第７条第３項に規定する確認を行った

日から５年間これを保管する。 

 

Ⅱ 特別評価 

１ 期首における手続 

実施権者は、記録書に評価期間、所属、職名及び氏名並びに「評価項目及び行動・

着眼点一覧表」から職員の職位に対応した評価項目及び行動、着眼点を記載し、評

価者に配布するものとする。 

２ 期末における手続 

(1) 評価 

評価者は、評価者自身が当該評価期間において把握した被評価者の職務遂行

状況等を踏まえ、記録書の評価者欄に全体評語及び所見等について記載し、調

整者に送付する。なお、評価に当たっては、以下の事項に留意する。 

① 全体評語：評価項目及び行動ごとの評価を踏まえ、評語等の解説に従って

全体評語を付す。 

② 所見：以下の点を参考として記載する。 

特別評価においては、その結果が正式任用又は昇任の判断に用いられるこ
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とを踏まえ、その判断に資すると考えられる事項を、Ⅰ２(2)①ウを参考に可

能な限り記載する。 

(2) 調整 

調整者は、Ⅰ２(3)により調整を行う。 

(3) 確認・提出 

実施権者は、Ⅰ２(4)により確認を行う。ただし、①において「評価者に送付

する」とあるのは、「任命権者あて提出する」とする。 

(4) 保管 

任命権者は、Ⅱ２(3)により実施権者から提出された記録書を保管する。 

 

Ⅲ  その他 

１ 評価期間中に職員が異動する場合 

(1) 評価者が異動する場合 

前任者は、以下のとおり後任者に対して必要な事項を引き継ぐこととし、後

任者が評価を行う。 

① 能力評価 

ア 前任者は、期中の被評価者の職務行動でプラス評価又はマイナス評価の

材料となる特筆すべきものについて、所見欄に記載する。 

イ 前任者は、全体評語のほか必要に応じて個別評語を仮記載する。 

ウ 後任者は、着任後の評価期間における被評価者の行動を観察し、所見欄

への記載事項、仮記載された評語、申し送り事項、前任者の意見等も参考

に評価期間を通じた評価を行う。 

② 業績評価 

ア 前任者は、全体評語を仮記載するとともに、目標ごとにそれまでの業務

の遂行状況に関し把握している事項を所見欄に記載する。 

イ 前任者は、既に業務が完結している目標については個別評語を仮記載す

る。 

ウ 前任者は、期中において被評価者に目標以外で顕著な取組があった場合

には、所見欄に記載する。 

エ 後任者は、被評価者の業務内容や目標等の変更を行う場合には、目標変

更の面談を行い、業務内容や目標を修正・変更させる。また、困難度・重

要度の変更を行う場合には、面談等を通じて、被評価者と認識の共有を図

る。 

オ 後任者は、個別目標について評語を記載するとともに、目標以外の取組

や所見欄への記載事項、仮記載された評語、申送り事項、前任者の意見等

も参考に評価期間を通じた評価を行う。 

(2) 被評価者が異動する場合 

① 能力評価 

ア 被評価者の異動前における評価者は、期中の被評価者の職務行動でプラ
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ス評価又はマイナス評価の材料となる特筆すべきものについて、所見欄に

記載する。 

イ 被評価者の異動前における評価者は、全体評語のほか、必要に応じて個

別評語を仮記載し、異動後の評価者に通知するものとする。 

ウ 被評価者の異動先における評価者は、異動後の評価期間における被評価

者の行動を観察し、所見欄への記載事項、仮記載された評語、申送り事項、

異動前における評価者の意見等も参考に評価を行う。 

② 業績評価 

被評価者は、異動先において評価者と面談を行い、前任者の目標等を参考

にする等により、残期間の目標等を設定する。その際、必要に応じて困難度・

重要度を設定又は変更する。 

目標設定が困難な場合は、業務遂行に当たっての重点事項や留意事項等に

ついて明確にし、期末に振り返る形で評価することをあらかじめ確認するな

ど、果たすべき役割の確定を行う。 

異動先における評価者は、当該被評価者に係る異動前の評価者からの申送

り事項等があれば、それらも勘案して評価を行う。 

なお、当該被評価者に係る異動前の評価者による異動先の評価者への申し

送りは以下のとおりとする。 

ア 被評価者が異動前に立てた目標ごとに個別評語を仮記載するほか、全体

評語を仮記載する。その際、目標等に対し異動時点での達成状況が低い場

合には、目標達成に向け、その時点で求められる進捗状況にあるかどうか

という観点から評価を行うこと。 

イ 当初設定した目標以外で顕著な取組があった場合には、記録書の「２．

目標以外の業務への取組状況等」欄に記載する。 

２ 併任の職員の場合 

人事評価の実施は、本務において行うものとし、併任者については、併任先にお

いて評価期間を通じた勤務の実態がある場合には、本務において行われる評価の参

考とするため、併任先の評価者に当たる者による仮の評価を行うものとする。 

３ 留学中の職員 

留学中の職員に対する評価は、大学等の試験結果、取得単位数等の情報を収集し、

それらを総合的に勘案して、能力評価及び業績評価に係る評価を行うものとする。 

４ 休職中の職員その他人事管理上配慮が必要な職員 

(1)  定期評価における能力評価又は業績評価の評価期間の全てにおいて休職して

いる職員については、当該定期評価を実施しないものとする。 

(2)  定期評価における能力評価又は業績評価の評価期間において一定期間休職し

ていた職員については、実際に勤務した期間について評価を行うものとする。 

(3)  人事管理上配慮が必要と考えられる職員については、目標設定・開示・面談

等の手続については、実施規程第６条、第８条第１項及び第２項並びに第９条

の規定にかかわらず、実施権者の指示を受けつつ、当該職員に係る健康管理医
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等の助言等も踏まえ、当該職員の状態に配慮した取扱いをするものとする。 
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業績評価に係る目標等の設定における留意事項 

 

１  目標等の設定 

目標は、当該評価期間において被評価者が果たすべき役割を明確化・共有化するた

めに設定するものである。このため、評価者は、組織目標との整合性や、既存業務の

改善・見直し、超過勤務の縮減、ワーク・ライフ･バランスへの取組など業務をより効

率的に行う観点等に留意し、できるだけ具体的に（何を、いつまでに、どのように、

どの程度まで）目標を設定することが求められる。 

また、職務内容等によっては、期首面談の段階における具体的な目標の設定が困難

なものもあり、抽象的な記述にならざるを得ない場合もあることから、あらかじめ職

務遂行に当たって留意すべき事項等を定めておき、期末時点で被評価者の職務遂行状

況を振り返って評価を行うことも考えられる。 

以上を踏まえ、目標等の設定に当たっては、以下の留意事項を念頭に置きつつ、期

首面談に取り組むものとする。 

 

２  評価者は、以下の点について留意すること。 

(1)  職位にふさわしい目標か 

目標レベルを低位に置いて達成度を上げ、高い評価を得ようとすることを回避

するため、被評価者が安易な目標を設定しないよう確認し、不十分と認められる

場合には改善を指導すること。 

(2)  組織目標との整合性がとれているか 

被評価者が、組織として目指すべき方向性を考慮しない目標、安易な目標等に

固執するような場合には、評価者が適正な目標等を定めて、本人に伝達すること。 

(3)  抽象的な目標にならざるを得ない場合にどのように評価するか 

質的な目標又は到達すべき段階を想定した具体的な目標設定が困難な場合は、当

該評価期間中の職務を進めるに当たっての重点事項や特に留意すべき事項等、当該

期間中に意識を集中させるべき点を明確化する等の工夫を行うこと。この場合には、

期末時点で被評価者の職務遂行状況を振り返って、結果的にどのように職務を成し

遂げたか、貢献できたという観点から評価すること。 

(4)  評価補助者を置いた場合には、被評価者の記載した目標が、実際の業務分担に

照らして適当かどうか助言を求めることもできる。 

 

３  困難度・重要度の設定 

複数の目標を設定した場合、それぞれの内容により、達成が困難な目標、容易な目

標、業務上に占めるウェイトの高い目標など様々なものがあり得る。それらについて、

評価を行う際に考慮することができるよう、必要に応じ、困難度・重要度を設定する

ことができる。 

評価者は、困難度・重要度を設定した場合には、記録書の該当箇所に困難度・重要

度を示す記号を付すものとする。 

（別添） 
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(1)  困難度 

目標等の困難度が、被評価者の属する職位における一般的な目標と比べて特に

高いと認められる場合に「◎」を、一般的な目標と比べて達成が容易であると認

められる場合に「△」を記載する。その他の場合には記載しない。 

困難度の設定に当たっては、以下の点等について考慮するものとする。 

① 「質」：前例がない新たな業務 

② 「量」：通常の業務量に比して、著しく莫大な業務量となるもの 

③ 「速度」：通常の処理に要する期間より著しく短期に処理する必要があるもの 

(2)  重要度 

目標等の重要度が、被評価者の属する職位における一般的な目標と比べて特に

高いと認められる場合に「◎」を、一般的な目標と比べて重要度が低いと認めら

れる場合に「△」を記載する。その他の場合には記載しない。 

(3)  設定の仕方等 

困難度・重要度は、期首において目標等を確定する際に、評価者においてその

要否も含め判断し、設定することを基本とする。 

評価者は、面談等を通じ、評価者と被評価者の困難度・重要度に関する認識を共

有するよう努めることとする。 

なお、困難度・重要度は、状況の変化により変わり得るものであるため、期中又

は期末にあらためて設定又は変更することもできる。 

 

４  その他 

職務内容や被評価者の属する職位に応じ、以下のような目標を設定することができ

るものとする。 

(1)  評価期間中で成果が出せない業務 

中長期的な成果を意識した上で、当該評価期間中の到達水準を目標とする。 

(2)  期首の段階で具体的（定量的）な目標が定められない業務 

期首に設定する目標は抽象的（定性的）なものとし、期末に具体的成果を検証

する。 

(3) ルーティン業務 

業務の効率化や業務改善など当該評価期間における重点事項、留意事項に着目

した目標とする。 

(4)  チームで取り組む業務 

個々の役割を明確にする形で細分化し、当該評価期間の取組などにどのように貢

献したか、期末に具体的成果を検証する。 
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苦情対応要領 

 

１ 苦情相談 

(1) 苦情相談の申出 

① 職員は、人事評価について苦情がある場合に、１(1)②の場合を除き、職員の

所属する部局等の相談員に、口頭、電話又はメール等によりいつでも相談する

ことができる。 

② ただし、第８条（第１２条第２号において準用する場合を含む。）の規定に

より開示された評価結果に関する苦情については、当該評価結果の開示が行わ

れた日の翌日から起算して１週間以内（閉庁日を除く。）に限り申し出ること

ができる。 

※ 職員が併任者である場合、開示された評価結果に関する相談については本務

の所属する相談員に申し出るものとするが、その他の相談については本務及び

併任先の所属する相談員のいずれにも申し出ることができる。 

 

(2) 苦情相談員の対応 

① 相談員は、苦情を申し出た職員の意向を確認した上で、必要に応じ評価者に

伝達する又は改善を促すなど適切に対応する。 

② 相談員は、職員が苦情相談の結果について納得しない場合には、２(1)②にお

ける開示された評価結果に関する苦情処理への申出期間に留意し、苦情処理の

手続に移行できることを教示する。 

 

２ 苦情処理 

(1)  苦情処理の申出 

① 職員は、第８条（第１２条第２号において準用する場合を含む。）の規定に

より開示された評価結果に関する苦情又は苦情相談では解決できなかった苦情

（開示された評価結果に関する苦情を除く。）について、苦情処理窓口に別添

様式１「苦情処理申出書」の様式に従い、苦情を申し出ることができる。 

② ただし、苦情処理の申出は、開示された評価結果に関する苦情については、

当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して１週間以内（閉庁日を除

く。）、それ以外の苦情については、１(2)②の教示を受けた日の翌日から起算

して１週間以内（閉庁日を除く。）に限り申し出ることができる。 

※ なお、職員が併任者である場合、開示された評価結果に関する苦情について

は本務の所属する窓口に申し出るものとする。 

③ 上記②の開示された評価結果に関する苦情の申出は、当該評価結果に係る評

価期間につき１回に限るものとし、職員が当該申出に係る苦情処理の審理結果

に納得しない場合であっても、再度の申出は認められない。 

④ 申出書の提出は、苦情処理窓口への持参又は郵便、メール若しくはファック

スでの苦情処理窓口への送付により行う。 

（別紙４） 
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⑤ 申出は申し出る職員の意思に基づき、職員本人の名義により行うものとする。 

なお、職員本人以外の者が窓口に苦情処理申出書を提出する場合は、苦情処

理窓口の職員が職員本人に申出の意思を確認するものとする。 

⑥ 苦情を申し出る職員は、苦情処理窓口が事実調査のために行う聴き取りへの

同席人の出席及び職員本人以外の者に対する聴き取り・調査等の実施について

併せて申し出ることができる。 

※ 同席人及び職員本人以外の者からの聴き取り及び調査等の実施については、

苦情処理窓口において、事実関係の確認に必要かどうかの観点から判断される。

（２(2)③※参照） 

 

(2)  苦情処理窓口の対応 

① 苦情処理窓口は、苦情処理申出書の形式審査を行い、苦情処理の対象でない

案件であれば却下するほか、形式的不備等があれば苦情を申し出た職員に補正

を求める。 

② 苦情処理窓口は、申出を受理する場合には申し出た職員及び必要に応じ評価

者・調整者に通知し、申出を却下する場合には申し出た職員にのみ通知する。 

③ 苦情処理窓口は、事実確認のため、苦情を申し出た職員、苦情を申し出た職

員の評価者その他必要があると認める者からの聴き取り、必要な書類収集等の

事実調査を行う。 

※ 苦情処理窓口は、聴き取りに際し、事実関係の確認に必要があると判断する

場合には、２(1)⑥の申出に応じ、申し出た職員の希望する者を同席させ、申し

出た職員の希望する者からの聴き取り及び調査等を行う。この場合、苦情処理

窓口は、同席人の人数及び発言の制限等を行うことができる。 

④ 上記③の聴き取りは、面談又は電話若しくはメール等による方法のうち、苦

情処理窓口が最も適当と認める方法により行う。なお、事実調査を行う場合は、

申し出た職員等の勤務に出来る限り支障を及ぼさないよう配慮して行うものと

する。 

⑤ 上記③において、苦情処理窓口に呼び出された職員の聴き取りに関する対応

は、職務として取り扱う。 

⑥ 苦情処理窓口は、聴き取りの結果のほか、必要な書類等の収集及び取りまと

めを行い、事実調査に係る調書を作成して書面により審理機関に提出する。 

 

(3)  審理機関における対応 

① 審理機関は、苦情処理窓口から提出された調書等に基づき審理を行ったうえ

で、審理の結果について、総務企画部総務課長が決裁を行うものとする。 

② 審理機関は、苦情を申し出た職員に関する人事評価の実施権者に対し、審査

の結果を文書により提出する。 

③ 実施権者は、審理機関からの審理結果を別添様式２「苦情処理結果通知書」

の様式に従い、苦情を申し出た職員及び必要に応じ関係者に通知する。 
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３ その他 

(1)  苦情相談及び苦情処理の記録の報告 

相談員及び苦情処理窓口は、苦情相談及び苦情処理の具体的な内容を別添様式

３「苦情相談／苦情処理の申出・記録シート」の様式に従い適宜記録し、実施権

者は、所掌する相談員及び窓口からの記録をとりまとめ、総務企画部総務課に報

告するものとする。 

 

(2)  人事院の苦情相談等への申出についての教示 

相談員及び苦情処理窓口は、苦情への対応に際し、苦情の内容が評価結果に基

づき決定された任用・給与等に関するもの等の場合には、苦情を申し出た職員に

対して、苦情内容に応じ、人事院への苦情相談、審査請求等ができ得ることを教

示するものとする。 
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苦 情 処 理 申 出 書 
 

 

令和  年  月  日 

 

 

（人事評価実施権者） 殿 

 

 

申出人（氏名）           ㊞ 

 

 

以下のとおり苦情を申し出ます。 

 

 

１．申出人 

所属・職名                

 

２．申出人の評価者及び調整者 

評価者 所属・職名              

氏 名                

  調整者 所属・職名              

      氏 名                

 

３．申出の内容（該当する内容に○を付す） 

 ［ 評価結果に関するもの ／ 左記以外の苦情相談で解決しなかったもの ］ 

 

（申出の具体的な内容） 

 

 

 

受付日：令和  年  月  日 

受付者：所属・職名              

                     氏 名                

（別添様式１） 
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苦 情 処 理 結 果 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

申出人（氏名）       殿 

評価者（氏名）       殿 

調整者（氏名）       殿 

 

 

（人事評価実施権者） 

 

 

 令和  年  月  日付申出のありました苦情については、審理機関における審理の結果、

下記のとおりとなりましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．結果 

 

 

 

 

２．理由 

（別添様式２） 
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苦情相談／苦情処理の申出・記録シート 

 

 

受付日：令和  年  月  日 

受付者：所属・職名           

                         氏 名             

 

 

１．申出人   所属・職名             

        氏 名               

 

 

２．申出人の評価者及び調整者 

   評価者  所属・職名             

        氏 名               

 

   調整者  所属・職名             

        氏 名               

 

 

３．申出の具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．対応結果 

 ① 対応状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 申出人への説明 

説明日  令和  年  月  日 

    説明者  所属・職名            

         氏 名              

（別添様式３） 
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